
 

令和６年３月29日  

報道機関各位 

 

長岡市危機管理防災本部長 

  

長岡市ＣＯＶＩＤ-19警戒本部を廃止します 
 

長岡市は、令和５年５月８日に長岡市COVID-19警戒本部へ移行し、新型コロナウイ

ルスの５類移行後も引き続き感染症への対応に取り組んできましたが、令和６年４月

以降、季節性インフルエンザと同様の通常の医療提供体制とする国や新潟県の方針を

踏まえ、下記のとおり警戒本部を廃止します。 

これまで４年以上にわたり、ご協力いただいた市民および事業者の皆様、ならびに

医療関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。 

なお、市民の皆様には、新型コロナウイルス感染症自体が無くなったわけではない

ため、引き続き基本的な感染対策などをお願いします。 

 

記 

 

１ 名 称 

 「長岡市COVID-19警戒本部」（本部長：磯田市長） 

   

２ 廃止日 

 ３月31日（日） 

 

３ 体制の経過について 

令和２年２月29日  県内での感染確認を受け、「長岡市新型コロナウイルス感染 

症警戒本部」を設置 

令和２年３月21日  市内での感染確認を受け、「長岡市新型コロナウイルス感染 

症対策本部」へ体制移行 

  令和５年５月８日  新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に移行した

ことに伴い、「長岡市COVID-19警戒本部」へ体制移行 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数 

区  分 
２月 

１日 

２月 

８日 

２月 

15日 

２月 

22日 

２月 

29日 

３月 

７日 

３月 

14日 

３月 

21日 

３月 

28日 

長岡保健所管内 9.69 13.00 13.62 9.23 7.54 10.54 8.85 8.85 7.38 

新 潟 県 計 14.84 18.92 18.48 12.64 11.27 12.93 11.94 11.36 7.81 

全  国  計 14.93 16.15 13.75 10.10 7.92 6.99 6.53 6.15 29日公表 

 

 
問い合わせ：（長岡市COVID-19警戒本部について）危機管理防災本部 入澤 

電話０２５８－３９－２２６２ 

（感染状況、医療提供体制について）保健医療課 植村 

電話０２５８―３９―２３８３ 

 

長岡市 


